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SATREPSの目的

⚫ 日本と開発途上国との国際科学技術協力の強化

⚫ 地球規模課題の解決と科学技術水準の向上につながる新
たな知見や技術の獲得、これらを通じたイノベーションの創
出

⚫ 国際共同研究と通じた開発途上国の自立的研究開発能力
の向上と課題解決に資する持続的活動体制の構築、また、
地球の未来を担う日本と開発途上国の人材育成とネット
ワークの形成
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SATREPSの枠組み

開発途上国の
研究機関

日本国内の
研究機関

外務省・JICA連携

研究開発支援
国内研究費等

プロジェクト管理・評価

技術協力プロジェクト(ODA)としての協力
専門家派遣、研修員受入、機材供与等

プロジェクト管理・評価

JICAとJST/AMEDが連携して、途上国との国際共同研究を推進
JICAは技術協力プロジェクト※1として実施します。

JST ：国立研究開発法人 科学技術振興機構
AMED ：国立研究開発法人 日本医療研究開発機構

国際共同研究

文科省・JST/AMED
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（JST公募要領における昨年度からの主な変更点（JICA関連） ①）

JICAグローバルアジェンダ（JGA） との整合性

JST公募要領上の関連ページ： P57、58、131、152
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（JST公募要領における昨年度からの主な変更点（JICA関連） ②）

安全情報については、

・ 外務省危険情報（海外安全ホームページ） に加えて、
・ JICA国別安全対策措置（JICAウェブサイト） を参照

JST公募要領上の関連ページ： P40、95～97、150

https://www.jica.go.jp/about/organization/safety/rule.html
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（JST公募要領における昨年度からの主な変更点（JICA関連） ③）

機材調達について

JST公募要領上の関連ページ： P67、151

以下の点を追記しました。
特に以下ハイライト箇所については、ご留意ください。
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（JST公募要領における昨年度からの主な変更点（JICA関連） ④）

技術協力プロジェクトとして重視されるポイント

JST公募要領上の関連ページ： P57～58

1.  先方政府のニーズとの整合性

2.  日本の開発協力大綱及び国別開発協力方針等との
整合性

3.  キャパシティディベロップメント

4.  社会実装

5.  相手国側研究機関の準備状況



※1技術協力プロジェクトとは

• JICAの中心的な事業形態の一つであり、途上国のニーズに応じた協力
計画を相手国と共同で作りあげ、日本と途上国の知識・経験・技術を活
かして、一定の期間内で、共に問題を解決していく取り組みです。

• 具体的には日本側は、プロジェクト期間内に以下の３つの
「専門家派遣」
「研修員受入れ」
「機材供与」
投入を組合わせて実施します。（後述説明）

• 途上国側も費用を負担します。（後述説明）

• プロジェクトの目標、成果、活動、投入をプロジェクト・デザイン・マトリッ
クス（ＰＤＭ）、プラン・オブ・オペレーション（ＰＯ） （プロジェクトの設計図
のようなもの） ※2として整理し、先方とR/D（Record of Discussions) 
において締結・合意します。

8



※2プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）、
プラン・オブ・オペレーション（ＰＯ）とは
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★PDMの例



※2プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）、
プラン・オブ・オペレーション（ＰＯ）とは
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★PDM記載内容の解説



※1技術協力プロジェクトとは(続き）

• このPDM/POを最終的に相手国と合意の上プロジェクトを開始しますの
で、研究提案時にこれらを意識しつつ研究提案を作成願います。

• 国際約束に基づく事業（＝日本国と相手側国とが「このプロジェクトを実
施します」と合意する事）です。

• 相手国側の研究機関の能力向上も目的であることから、研究機関側へ
の資金提供や委託研究・事業は不可能です。

• 相手国側の研究機関は、政府機関が原則でありますが、地域国際機関
や相手国の私立大学の場合は、相手国政府の承認と政府機関と同等
なパフォーマンスの実施（機材の免税等）が必要です。

• 相手国側の研究機関は、企業・NGOは原則不可です。但し、連携は可
能です。

・ 相手国研究機関への資金供与/委託研究ではありません。
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※2プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）、
プラン・オブ・オペレーション（ＰＯ）とは（続き）

12

★PＯの例



相手国政府

公募

審査（書類・面接選考）

条件付採択

JICA技術協力プロジェクト

連携・協力

ＣＲＡの署名
採択確定

案件要請から採択までの流れ

公募・選考

詳細計画策定調査に参加

日本側
研究機関等

相手国側
研究機関等

ＯＤＡ担当省庁

当該分野の担当省庁 国際共同研究内容
の十分な調整

ODA要請書締切
2024年10月15日
外務本省着

要請書提出

e-Radによる

研究提案書
提出

募集開始
2024年8月20日
申請締切

2024年10月21日（正午）

※どちから片方の要請しか提出されていない場合は、
「要件未達」と判断され、選考対象にならない。

要請書受領

採否検討

要請国政府への通報
及び国際約束締結

R/Dの署名

詳細計画策定調査

日本国
政府
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2026年2月末
署名必須

2025年4月頃

JST/AMED研究課題



案件要請と採択までの留意点

• 相手国側では、相手国側の研究機関からのＯＤＡの要請書と、日
本側では日本側の研究機関からの研究提案書の両方が揃って
（これを「マッチング」と呼んでいます。）、SATREPS採否の審査対
象となります。

• どちらかの片方だけの要請では不可です。

• ODA要請書は、先方政府から日本政府に提出されるため、先方
政府内での手続きに時間がかかる場合があるので注意が必要で
す。

• Ｒ/Dは、「条件付き採択」となった翌年2月末までに締結する必要
があります。（今回は2025年2月中にR/D締結必須）。
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JICAと研究代表機関の契約

• 組織単位

• 案件単位

• 期間単位

「取極め書」→共同事業としての位置付け

「附属書」 （案件名、プロジェクト期間等）

契約

契約

契約

全体計画

各期計画

各期計画

各期計画

（契約期間、経費、概算払い、精算等、複数年度契約可能）
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「事業契約書」



取極め/附属書 

• 研究代表者所属機関とJICAは、SATREPSプロジェクトを実施す
るための基本的事項に関する「取極め」を締結します。

（双方の責務、知的財産権、安全配慮義務、秘密の保持、

 損害に対する責任等）

• 取極めは研究代表者所属機関毎に一つ締結します。既に取極め
を結んでいる研究代表者所属機関では新たな締結は不要です。

• 個別案件ごとに「附属書」を作成します。この事により、個別案件
が「取極め」とリンクします。
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事業契約のルール

• ＪＩＣＡは研究代表者所属機関とのみ、個別案件毎に事業契約を
締結します。

• 事業契約は複数年度契約も可能です。必ずしも国の会計年度に
合わせる必要はありません。12か月を超える契約も可能です。

• 契約 → （必要ならば）概算払い → 精算、が一つのサイクルと
なります。

• 事業契約に基づく経費の積算・執行は、研究代表者所属機関が
当該機関の諸規程により行い、同機関が経費の執行及び経費の
額の確定に関する責任を有します。
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事業契約のルール（続き）

• 機材は研究代表者所属機関が調達します。ＪＩＣＡは側面支援（相手国
での本邦購送付機材の通関等）を実施します。

• 機材の購入にかかるルール（一般競争入札・特命随意契約等）は、研究
代表者所属機関の規程に基づきます。

• 日本で機材調達→相手国へ輸送というオペレーション、現地で高額な機
材の購入、という機材調達が研究機関として可能かどうか、然るべき機
関内担当部署（調達部門等）と予め協議願います。

• 「専門家派遣」・「研修員受入れ」の手続き（ビザの申請・身元保証人等）
も研究代表者所属機関が実施します。
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事業契約の内訳
• 前述の通り主として 「専門家派遣」・「研修員受入れ」・「機材供与」の３
つの投入にかかる費用を計上します。

• 具体的には、
＊「専門家派遣」にかかる旅費（日当/宿泊費/交通費）
＊「研修員受入れ」にかかる旅費（日当/宿泊費/交通費）
＊「機材供与」にかかる機材購入費/機材送料/施設建設費
＊現地での研究に必要な経費（備品・消耗品購入、再委託経費等）

です。

• 日本側/途上国側共に、人件費は支払いません。

• 「研修員受入れ」では、研修員を日本で博士号を取得する事は可能
です。ただし、プロジェクト期間内に終了しなければなりません。

• 総額で5年間の場合は3.0億円（3.5億円）を上限としますが、当該年
度の予算配分状況により、上限額は保証するものではありません。
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事業契約の内訳（続き）

• 5年間のトータルで上限値に収まっていれば構いません。ただし来年度
以降は、上限額からの削減する可能性は高い。

• 事業契約には２種類のパターンがあります。
（ア）間接経費無し （イ）間接経費有り

• 主な違いは、「業務調整員※3」をＪＩＣＡが派遣するか、研究代表者所属
機関から派遣するか、の違いです。

• （ア）間接経費無し、の場合、業務調整員はJICAから派遣し、SATREPS
の経費の上限は、業務調整員の派遣費を含まず、３億円です。

• （イ）間接経費有り、の場合、業務調整員は研究代表者所属機関から派
遣し、SATREPSの経費の上限は、業務調整員の派遣費を含み、３.５億
円です。
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※3業務調整員とは

• 業務調整員の役割は主として以下の通りです。

●プロジェクトの運営管理及び各種調整

●プロジェクト活動計画及び投入計画（在外研究員派遣・外国人研究員受入・
機材供与等の計画）の進捗管理、定期モニタリングの実施について研究代
表者を支援

●公金管理、物品管理、契約・経理事務

●現地調達機材の調達手続き

●プロジェクトで提出する各種報告書の作成の支援

●各種の広報・普及活動を通してプロジェクトに関する情報を発信

●研究業務の兼任は禁じています。
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JICA事業実施部分の手引書
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• JICAホームページ上で、「プロジェクト実施の手引き」を公開しています。
ここに、プロジェクトを実施するにあたっての基本的事項が記載されてい
ます。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/form/index.html



JICA事業実施部分の各種書類の公開

• 取極め書・附属書・事業契約書の雛型は、JICAホームページ上で公開

しています。
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/form/index.html
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JICA事業実施部分の各種書類の公開
（続き）

• その他の書類についても同様です。（機材調達）
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/form/index.html

24



相手国負担の原則
• 以下のサイトに、相手側の責務や負担事項等が記載された「Basic Principle」
があります。この「Basic Principle」を日本側・相手国側合意します。予め
「Basic Principle」を先方機関に共有し、先方側は責務・負担事項がある旨、説
明願います。
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/op_info/ba
sic.html
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相手国負担の原則(続き）
• 「Basic Principle」において、以下が相手国負担事項の主な事項（抜粋）
です。特に供与した機材の維持管理は先方負担事項である旨、相手側
研究機関に強調説明を願います。
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環境社会配慮の必要性

• 「環境社会配慮」とは、人間の健康と安全、自然環境、社会への影響を
配慮することです。

• SATREPSプロジェクト実施における環境社会配慮についての責任は相
手国等にあることを前提として、プロジェクト実施によって環境や地域
社会に与える影響を回避または最小化し、受け入れることができない
ような影響をもたらすことがないよう、相手国等による適切な環境社会
配慮の確保の支援と確認が必要です。

• SATREPSプロジェクトを実施するにあたっては、相手国政府(地方政
府を含む)が定めている環境社会配慮に関する法令、基準を遵守しな
ければなりません。また、相手国政府が定めた環境社会配慮の政策、
計画等に沿ったものでなければなりません。
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環境社会配慮の必要性（続き）

• 一例を挙げれば、以下の行為は、社会・環境への影響が大と考えられ
ますので、ＳATREPSプロジェクトを計画する際は、これまでの記載の点
を踏まえた上で、

• ＳATREPSプロジェクトを実施する事になった場合、

⚫ 相手国環境社会配慮に関する法令、基準を遵守しているか

⚫ 環境社会影響はどの程度のものか

等を相手国研究機関と協議・精査し、

◆可能な限り環境や社会への望ましくない影響を最小限とするか、

◆ほとんど無い、と考えられる

となるような研究内容とするよう願います。
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環境社会配慮の必要性（続き）
• JICAでは、この環境社会配慮にかかるガイドラインを以下のサイトで公
開しております
https://www.jica.go.jp/environment/guideline/index.html
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ODA事業として求められること（続き）  

③ ODA事業において特に重要な点は「途上国のニーズに基づく課題の解決」です。

③-1 つまり、研究成果を用いた社会実装が実施されないと、開発途上国の課題解
決にはなりません。研究だけで終わってしまいます。

③-2 過去のSATREPS案件において、どのような社会実装を行ったのか（その仕掛
けも含めて）、その成功要因は何だったのか等、をまとめた事例集を以下のサ
イトに掲示しておりますのでこれを参照し、社会実装計画（プロジェクト実施中
・終了後を含む）を必ず含めた研究計画提案を願います。

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/faq/index.html
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ODA事業として求められること  （続き）

③-3 その他、社会実装を計画していく上の留意点は以下の通りです。

⚫ 「研究の結果を活用して社会実装を実施する」という組み立てになっている
か。

⚫ 「社会実装計画」に具体性（プロジェクト期間中・プロジェクト終了後に何時、
何を実施するのか等）はあるか。

⚫ 社会実装は研究機関だけでは実施が困難な事が多く（製品の販売・法整備
の改定等）、それを実施する関係諸機関を十分に巻き込んでおり、かつ妥
当であり、理解を十分得られているか。

⚫ その為の相手国側に対する人材育成及び組織能力向上が図られているか
。

⚫ 総じて、これらの社会実装計画は、実行性があるか。
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おわりに

ODAに関するお問い合わせは、

gpgsd@jica.go.jp までお願いします。


	既定のセクション
	スライド 1: SATREPS公募説明会資料
	スライド 2: SATREPSの目的
	スライド 3: SATREPSの枠組み
	スライド 4: （JST公募要領における昨年度からの主な変更点（JICA関連） ①）
	スライド 5: （JST公募要領における昨年度からの主な変更点（JICA関連） ②）
	スライド 6: （JST公募要領における昨年度からの主な変更点（JICA関連） ③）
	スライド 7: （JST公募要領における昨年度からの主な変更点（JICA関連） ④）
	スライド 8: ※1技術協力プロジェクトとは
	スライド 9: ※2プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）、 プラン・オブ・オペレーション（ＰＯ）とは
	スライド 10: ※2プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）、 プラン・オブ・オペレーション（ＰＯ）とは
	スライド 11: ※1技術協力プロジェクトとは(続き）
	スライド 12: ※2プロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）、 プラン・オブ・オペレーション（ＰＯ）とは（続き）

	タイトルなしのセクション
	スライド 13: 案件要請から採択までの流れ
	スライド 14: 案件要請と採択までの留意点
	スライド 15: JICAと研究代表機関の契約
	スライド 16: 取極め/附属書 
	スライド 17: 事業契約のルール
	スライド 18: 事業契約のルール（続き）
	スライド 19: 事業契約の内訳
	スライド 20: 事業契約の内訳（続き）
	スライド 21: ※3業務調整員とは
	スライド 22: JICA事業実施部分の手引書
	スライド 23: JICA事業実施部分の各種書類の公開
	スライド 24: JICA事業実施部分の各種書類の公開 （続き）
	スライド 25: 相手国負担の原則
	スライド 26: 相手国負担の原則(続き）
	スライド 27: 環境社会配慮の必要性
	スライド 28: 環境社会配慮の必要性（続き）
	スライド 29: 環境社会配慮の必要性（続き）
	スライド 30: ODA事業として求められること（続き）  
	スライド 31: ODA事業として求められること  （続き）
	スライド 32: おわりに


